
保保発第 1 2 1 7 0 0 7 号

平成２０年１２月１７日

健康保険組合理事長 殿

厚生労働省保険局保険課長

「出産育児一時金及び家族出産育児一時金の受取代理について」の一部改正について

平成２１年１月１日より一定の出産に係る事故について補償金の支払に備えるための

仕組み（産科医療補償制度）が開始されることに伴い出産費用の増加が見込まれることを

踏まえ、健康保険法施行令等の一部を改正する政令（平成２０年政令第３７１号）が１２

月５日に、健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令（平成２０

年厚生労働省令第１６９号）が１２月１２日に、健康保険法施行規則第八十六条の二第二

号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるものを定める件（平成２０年厚生労働省告示第５

４１号）が本日公布され、いずれも平成２１年１月１日より施行又は適用されることとさ

れたところである。

この改正に伴い、下記のとおり 「出産育児一時金及び家族出産育児一時金の受取代理、

について （平成１８年８月３０日保保発0830005号）の一部を改正し、同日から適用する」

こととしたので、その運用に当たっては十分に留意の上、遺憾なきを期されたい。

記

第３の２中「明記すること 」の次に次のように加える。。

また、財団法人日本医療機能評価機構（以下「機構」という ）が運営する産科医。

療補償制度に加入する医療機関等（以下「加入分娩機関」という ）の医学的管理下。

において、平成２１年１月１日以後、在胎週数２２週に達した日以後の出産（死産を

含み、以下「制度対象分娩」という ）がなされたことを認めた場合には、出産育児。

一時金等は３万円を加算し、３８万円を支給することとなるが、加入分娩機関が被保

険者に代わって３８万円を受け取るためには、加入分娩機関より分娩後に送付する分

娩費請求書の写しに対し、機構の発行する所定の印（別添２）を押す必要がある旨も

併せて当該書面に記載すること。

第３の３中「確認すること 」の次に次のように加える。。

分娩費請求書の写しに対し加入分娩機関による所定の印が押されていた場合は、出

産育児一時金等を３万円加算し、合計３８万円支給すること。



第３の３中「記載された請求額」の次に「及び所定の印の有無」を加え、同３ア中「３

５万円以上」を「３５万円（分娩費請求書の写しに対し所定の印が押されていた場合は３

８万円。以下同じ ）以上」に改める。。

第４の４中「平成１８年１０月１日」を「平成２１年１月１日」に 「第３の３中「３、

５万円」を「３０万円」として取り扱うこと 」を「産科医療補償制度の開始前であるこ。

とから、出産育児一時金等の支給額は一律３５万円であること 」に改める。。



○ 出産育児一時金及び家族出産育児一時金の受取代理について（平成１８年８月３０日保保発第０８３０００５号）
新 旧 対 照 表

（傍線の部分は改正部分）

改 正 後 現 行

第１・第２ （略） 第１・第２ （略）

第３ 第３
１ （略） １ （略）
２ 請求書の受付 ２ 請求書の受付

被保険者から、受取代理人となる医療機関等の記名・押印及びそ 被保険者から、受取代理人となる医療機関等の記名・押印及びそ
の他の必要事項が記載された請求書の提出があった場合には、出産 の他の必要事項が記載された請求書の提出があった場合には、出産
日前であっても受け付けること。 日前であっても受け付けること。

請求書を受付後、速やかに受取代理人である医療機関等に対し、 請求書を受付後、速やかに受取代理人である医療機関等に対し、
受取代理の申請を受け付けたことについて、書面により連絡するこ 受取代理の申請を受け付けたことについて、書面により連絡するこ
と。当該書面には、分娩後に分娩費請求書及び出生証明書類の写し と。当該書面には、分娩後に分娩費請求書及び出生証明書類の写し
を保険者に送付する必要があり、当該書類の送付がなければ出産育 を保険者に送付する必要があり、当該書類の送付がなければ出産育
児一時金等の支給ができない旨記載するとともに、当該書類の送付 児一時金等の支給ができない旨記載するとともに、当該書類の送付
先を明記すること。 先を明記すること。

また、財団法人日本医療機能評価機構（以下「機構」という。）
が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等（以下「加入分
娩機関」という。）の医学的管理下において、平成２１年１月１日
以後、在胎週数２２週に達した日以後の出産（死産を含み、以下「
制度対象分娩」という。）がなされたことを認めた場合には、出産
育児一時金等は３万円を加算し、３８万円を支給することとなるが
、加入分娩機関が被保険者に代わって３８万円を受け取るためには
、加入分娩機関より分娩後に送付する分娩費請求書の写しに対し、
機構の発行する所定の印（別添２）を押す必要がある旨も併せて当
該書面に記載すること。

なお、請求書の受付後に被保険者が資格喪失等により出産育児一 なお、請求書の受付後に被保険者が資格喪失等により出産育児一
時金等の支給対象者でなくなった場合は、速やかに請求書を被保険 時金等の支給対象者でなくなった場合は、速やかに請求書を被保険
者に返戻するとともに、受取代理人である医療機関等に対しその旨 者に返戻するとともに、受取代理人である医療機関等に対しその旨
連絡すること。 連絡すること。

また、受取代理人である医療機関等以外で出産することとなった また、受取代理人である医療機関等以外で出産することとなった
場合は、速やかに保険者に申し出るよう被保険者に周知し、被保険 場合は、速やかに保険者に申し出るよう被保険者に周知し、被保険
者から当該申出がなされた場合は、請求書を被保険者に返戻すると 者から当該申出がなされた場合は、請求書を被保険者に返戻すると
ともに、受取代理人である医療機関等に対しその旨連絡すること。 ともに、受取代理人である医療機関等に対しその旨連絡すること。

３ 出産育児一時金等の支払い ３ 出産育児一時金等の支払い
分娩後に受取代理人である医療機関等から送付される分娩費請求 分娩後に受取代理人である医療機関等から送付される分娩費請求

書及び出生証明書類の写しにより出産育児一時金等の支給要件を確 書及び出生証明書類の写しにより出産育児一時金等の支給要件を確



認すること。 認すること。
分娩費請求書の写しに対し加入分娩機関による所定の印が押され

ていた場合は、出産育児一時金等を３万円加算し、合計３８万円支
給すること。

なお、出産予定日から相当の期間を経過しても、受取代理人であ なお、出産予定日から相当の期間を経過しても、受取代理人であ
る医療機関等から必要書類の送付がされない場合は、当該医療機 る医療機関等から必要書類の送付がされない場合は、当該医療機関
関等に対し、書類の送付について確認の連絡をすること。 等に対し、書類の送付について確認の連絡をすること。

要件審査の結果、出産育児一時金等の支給を決定した場合、医療 要件審査の結果、出産育児一時金等の支給を決定した場合、医療
機関等から送付された分娩費請求書の写しに記載された請求額及び 機関等から送付された分娩費請求書の写しに記載された請求額に応
所定の印の有無に応じて、次のいずれかの取扱いとすること。 じて、次のいずれかの取扱いとすること。
ア 請求額が３５万円（分娩費請求書の写しに対し所定の印が押さ ア 請求額が３５万円以上である場合
れていた場合は３８万円。以下同じ。）以上である場合 出産育児一時金等の全額を医療機関等の所定口座へ支払うこと

出産育児一時金等の全額を医療機関等の所定口座へ支払うこと 。
。 （請求額が３５万円超である場合は、当該請求額と３５万円との
（請求額が３５万円超である場合は、当該請求額と３５万円との 差額は、被保険者が医療機関等に支払うこととなる。）
差額は、被保険者が医療機関等に支払うこととなる。）

イ 請求額が３５万円未満である場合 イ 請求額が３５万円未満である場合
請求額として記載されている額を医療機関等の所定口座へ支払 請求額として記載されている額を医療機関等の所定口座へ支払

い、当該請求額と３５万円との差額については、被保険者に対し い、当該請求額と３５万円との差額については、被保険者に対し
支払うこと。 支払うこと。
なお、出産育児一時金等に係る付加給付を行う保険者においては なお、出産育児一時金等に係る付加給付を行う保険者においては

、３５万円を超える付加相当額については受取代理の対象とせず、 、３５万円を超える付加相当額については受取代理の対象とせず、
被保険者に対し直接支払うこと。ただし、被保険者、保険者と医療 被保険者に対し直接支払うこと。ただし、被保険者、保険者と医療
機関等との間で、事前に付加相当額も含めて医療機関等に支払う旨 機関等との間で、事前に付加相当額も含めて医療機関等に支払う旨
の合意がなされている場合には、上記の取扱い中「３５万円」を「 の合意がなされている場合には、上記の取扱い中「３５万円」を「
付加相当額を含む支給額」として取り扱うものとする。 付加相当額を含む支給額」として取り扱うものとする。

第４ 第４
１～３ （略） １～３ （略）
４ 出産日が平成２１年１月１日の前日以前であるときは、産科医療 ４ 出産日が平成１８年１０月１日の前日以前であるときは、第３の
補償制度の開始前であることから、出産育児一時金等の支給額は一 ３中「３５万円」を「３０万円」として取り扱うこと。
律３５万円であること。



保保発第0830005号

平成１８年８月３０日

健康保険組合理事長 殿

厚生労働省保険局保険課長

出産育児一時金及び家族出産育児一時金の受取代理について

標記については 「健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等、

に関する政令の施行について （平成１８年８月３０日保発第0830004号）において、被保」

険者等の負担を軽減する観点からその導入に努めることとされているところであるが、そ

の具体的な取扱いにあたっては、下記の点に留意し、積極的に取り組むこととされたい。

記

第１ 目的

出産育児一時金及び家族出産育児一時金（以下「出産育児一時金等」という ）の受。

取代理は、被保険者（被保険者であった者を含む。以下同じ ）が病院、診療所又は助。

産所（以下「医療機関等」という ）を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請。

し、医療機関等が被保険者等に対して請求する出産費用の額（当該請求額が出産育児一

時金として支給される額を上回るときは当該支給される額）を限度として、医療機関等

が被保険者に代わって出産育児一時金等を受け取ることにより、被保険者等が医療機関

等の窓口において出産費用を支払う負担を軽減することを目的とする。

第２ 対象者

受取代理の申請の対象者は、被保険者（出産費貸付制度を利用する者を除く ）であ。

って、出産育児一時金等の支給を受ける見込みがあり、かつ出産予定日まで１ヶ月以内

の者又は出産予定日まで１ヶ月以内の被扶養者を有する者とする。

第３ 受取代理の方法

１ 出産育児一時金等の受取代理に係る請求書の交付

保険者は、第２に定める対象者から出産育児一時金等の受取代理に係る請求書の交

付申請を受けた場合、受取代理専用の出産育児一時金請求書（別添１様式例参照。以

【御参考：改正後（改正部分に下線 】）



下「請求書」という ）を交付すること。。

なお、請求書の交付の際には、以下の書類により、受取代理の申請対象者であるこ

とを確認すること。

（１）健康保険被保険者証（被扶養者が出産する場合にあっては被扶養者の健康保険

被保険者証を含む ）。

（２）母子保健法第１６条第１項の規定により交付された母子健康手帳その他出産予

定日を証明する書類

２ 請求書の受付

被保険者から、受取代理人となる医療機関等の記名・押印及びその他の必要事項が

記載された請求書の提出があった場合には、出産日前であっても受け付けること。

請求書を受付後、速やかに受取代理人である医療機関等に対し、受取代理の申請を

受け付けたことについて、書面により連絡すること。当該書面には、分娩後に分娩費

請求書及び出生証明書類の写しを保険者に送付する必要があり、当該書類の送付がな

ければ出産育児一時金等の支給ができない旨記載するとともに、当該書類の送付先を

明記すること。

また、財団法人日本医療機能評価機構（以下「機構」という ）が運営する産科医。

療補償制度に加入する医療機関等（以下「加入分娩機関」という ）の医学的管理下。

において、平成２１年１月１日以後、在胎週数２２週に達した日以後の出産（死産を

含み、以下「制度対象分娩」という ）がなされたことを認めた場合には、出産育児。

一時金等は３万円を加算し、３８万円を支給することとなるが、加入分娩機関が被保

険者に代わって３８万円を受け取るためには、加入分娩機関より分娩後に送付する分

娩費請求書の写しに対し、機構の発行する所定の印（別添２）を押す必要がある旨も

併せて当該書面に記載すること。

なお、請求書の受付後に被保険者が資格喪失等により出産育児一時金等の支給対象

者でなくなった場合は、速やかに請求書を被保険者に返戻するとともに、受取代理人

である医療機関等に対しその旨連絡すること。

また、受取代理人である医療機関等以外で出産することとなった場合は、速やかに

保険者に申し出るよう被保険者に周知し、被保険者から当該申出がなされた場合は、

請求書を被保険者に返戻するとともに、受取代理人である医療機関等に対しその旨連

絡すること。

３ 出産育児一時金等の支払い

分娩後に受取代理人である医療機関等から送付される分娩費請求書及び出生証明書

類の写しにより出産育児一時金等の支給要件を確認すること。

分娩費請求書の写しに対し加入分娩機関による所定の印が押されていた場合は、出

産育児一時金等を３万円加算し、合計３８万円支給すること。

なお、出産予定日から相当の期間を経過しても、受取代理人である医療機関等から

必要書類の送付がされない場合は、当該医療機関等に対し、書類の送付について確認

の連絡をすること。

【御参考：改正後（改正部分に下線 】）



【御参考：改正後（改正部分に下線 】）

要件審査の結果、出産育児一時金等の支給を決定した場合、医療機関等から送付さ

れた分娩費請求書の写しに記載された請求額及び所定の印の有無に応じて、次のいず

れかの取扱いとすること。

ア 請求額が３５万円（分娩費請求書の写しに対し所定の印が押されていた場合は３

８万円。以下同じ ）以上である場合。

出産育児一時金等の全額を医療機関等の所定口座へ支払うこと。

（請求額が３５万円超である場合は、当該請求額と３５万円との差額は、被保険者

が医療機関等に支払うこととなる ）。

イ 請求額が３５万円未満である場合

請求額として記載されている額を医療機関等の所定口座へ支払い、当該請求額と

３５万円との差額については、被保険者に対し支払うこと。

なお、出産育児一時金等に係る付加給付を行う保険者においては、３５万円を超え

る付加相当額については受取代理の対象とせず、被保険者に対し直接支払うこと。た

だし、被保険者、保険者と医療機関等との間で、事前に付加相当額も含めて医療機関

等に支払う旨の合意がなされている場合には、上記の取扱い中「３５万円」を「付加

相当額を含む支給額」として取り扱うものとする。

第４ その他留意事項

１ 受取代理については、その導入が保険者に義務付けられるものではないが、第１の

目的に鑑み、特段の支障のない限り、その導入に努められたいこと。

２ 受取代理の取扱いは、被保険者及び医療機関等の間で、当事者の任意による代理契

約により成立するものであり、被保険者及び医療機関等に当該取扱いによる請求を強

制するものではないこと。ただし、制度の不知等により、被保険者が当該取扱いを受

けられないことがないよう、その趣旨、申請手続等について、被保険者等に対し、周

知徹底に努めるとともに、医療機関等に対し、当該取扱いについて理解が得られるよ

う周知に努めること。

、 。３ 受取代理に係る請求書は 通常の出産育児一時金等の請求書とは別に作成すること

また、受取代理に係る出産育児一時金等の請求者は被保険者であり、請求書の提出は

被保険者が行うものであること。

４ 出産日が平成２１年１月１日の前日以前であるときは、産科医療補償制度の開始前

であることから、出産育児一時金等の支給額は一律３５万円であること。



（別添１様式例（修正部分に下線）） 
 

健康保険    出産育児一時金請求書（事前申請用） 
 

被保険者 
（請求者） 
の氏名 

被 

保 

険 

者 

が 

記 

入 

す 

る 

と 

こ 

ろ 

被保険者証の記号・番号 

 

（フリガナ） 

            ○印

生 年 月 日 

 

事
業
者
の 

（フリガナ） 

 

名 称 

所在地 

被保険者 
（請求者） 

の住所 

被扶養者が出産する

ための請求であると

きは、その者の 

入院する医療機関の 

  

生 年 月 日 氏     名 

名 称 

所在地 

金融機関名 店名 預金種別 口 座 番 号 

    

 甲（        ）は、医療機関等である乙（        ）を代理人と定め、次の権限を委任する。 
 甲が請求する出産育児一時金のうち、乙が甲に対して出産に関し請求する費用の額（上限３５万円）の受領に関するこ

と。 
     平成  年  月  日 
        甲（被保険者）の住所 
                氏名                  ○印  
        乙（代 理 人）の住所 
                氏名                  ○印  

受
取
代
理
人
の
欄 受取代理人に対する支払金融機関の欄 

金融機関名 店名 預金種別 口 座 番 号 

    

被保険者 
家  族 

被保険者に対する支払金融機関の欄 

※ 

※ 出産育児一時金等に係る付加給付を行う保険者において、付加相当額も含めて医療機関等に支払う場

合には、付加相当額を含む支給額を具体的に記載すること。 

  また、産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下において在胎週数週数２２週に達した

日以後に出産した場合の法定給付の額は、３８万円となること。（支給の際は、加入分娩機関より送付

される分娩費請求書の写しに対し所定の印（別添２）が押印されているか確認すること。） 



（別添２） 
 
 

制度対象分娩であることを証明する印 イメージ 

 
 

 

 

 

・ 実寸サイズは、縦２．７ｃｍ×横６．０ｃｍ 

・ 外枠は実際には印についていません。 

・ 今月中に全国の加入分娩機関に対し送付。 

 
 
 
 
 
 
 

 

      
      

産科医療補償 
制度加入機関  

※分娩後、出産育児一時金等の申請の際は、 
   この領収書の写しが必要となります。 
 

(産科医療補償制度の対象分娩です。) 


	081217受取代理改正（組合）.pdf
	新旧.pdf
	御参考.pdf
	別添１.pdf
	別添２.pdf

